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宮城県食育推進会議ワーキング部会設置要綱（案）  

 

 （設置） 

第１ 第２期宮城県食育推進プラン（仮称）の策定に当たり、計画内容の充実を図る

とともに、県の実情に合わせた推進方策や目標設定についての検討を行うため、食

育基本法（平成１７年法律第６３号）第３２条第１項の規定に基づき、食育推進会

議条例で設置する宮城県食育推進会議（以下「推進会議」という。）にワーキング部

会（以下「部会」という。）を設置する。  

 

 （所掌事項） 

第２ 部会は、次に掲げる事項を所掌する。 

１ 第２期宮城県食育推進プラン（仮称）策定に係る推進方策 

２ 第２期宮城県食育推進プラン（仮称）の目標項目及び目標値の設定 

３ その他必要と認める事項 

 

 （組織） 

第３ 部会は、次に掲げる分野を設置する。 

１ キッズワーキング部会  

２ ティーンワーキング部会  

 

 （構成） 

第３ 部会に属すべき者は、推進会議委員の中から会長が指名する。 

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。  

３ 部会長は、会務を総理する。  

 

 （会議） 

第４ 部会は部会長が招集し、その議長となる。  

２ 部会長は、必要に応じて部会に構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

 （庶務） 

第５ 部会の庶務は、宮城県保健福祉部健康推進課において処理する。 

 

 （その他） 

第６ この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に

定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年６月  日から施行する。  

２ この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。  
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